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１ 趣旨・目的  
東海村（以下「本村」という。）では，平成 28年度に策定した「東海村公共施設等総

合管理計画」に基づき，持続可能な公共施設マネジメントの推進に取り組んでいます。

施設マネジメントの推進にあたっては，まずは施設維持管理水準の「向上」と「平準

化」が重要でありますが，今後，老朽化を迎える施設が増加し様々な課題を抱えていく

中で，適切な維持管理を行政単独で行うことは非常に困難であると考えられます。 

 そこで，本村では，公共施設へ包括管理業務委託を導入することで，民間事業者のノ

ウハウを活用した維持管理水準の向上を図り，「予防保全による安全性向上」と，将来の

適正配置検討にむけた施設データの「蓄積」・「一元化」を進めていきたいと考えており

ます。また，当該事業の導入により「関係事業者」「マネジメント会社」「村」が一体と

なって施設維持管理に係るスキルアップを図るとともに，新たなつながりによる「公共

施設の価値の向上」を目指したいと考えております。 

 本プロポーザルは，上記業務を行うにあたり，実績・技術力・組織体制・サービス・

ノウハウ等を活かした事業を進めるためのパートナーを決定するため，実施要領に基づ

き最も優れた提案を行った事業者を優先交渉権者として選定することを目的に実施する

ものです。 

 

２ 業務概要  
（１）件  名：東海村公共施設包括管理業務委託 

（２）業務内容： 

  ① 対象施設…２０施設  

（コミュニティセンター，姉妹都市交流会館，小中学校，幼保こども園，役場庁舎） 

   ※ 施設の基本情報は【別紙 1】を御参照ください。 

   ※ 主たる建築物のほか，付属棟等も包括管理業務の対象となります。 

  ② 対象業務…保守点検，清掃，除草，警備等の維持管理業務，修繕・小規模工事 

（設計，見積り額が 130万円未満のもの） 

   ※ 保守点検，維持管理に係る対象業務の一覧は【別紙 1】を御参照ください。 

（詳細は提案仕様書及び現行仕様書を御参照ください） 

※ 長期継続契約中の業務は，現契約が満了するまで対象外とします。 

※ 修繕，小規模工事の実績（R2～R4）は【別紙 4】【別紙 5】を御参照ください。 

  ③ 業務内容の詳細は，仕様書及びプロポーザル方式により選定された優先交渉権者の 

企画提案書を基に，本村と優先交渉権者が契約締結に向けた詳細協議を行った上で 

確定します。 
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  ④ 対象施設，対象業務，仕様，契約額等は，契約締結前の詳細協議の段階又は履行期 

間中に，本村と優先交渉権者又は受託者との協議及び毎年度の本村の予算により変 

更するものとします。 

 （３）委託期間：令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

  ※ 債務負担行為に基づく複数年契約とします。 

 （４）業務に係る提案上限額（消費税及び地方消費税を含む）：金 1,012,932千円 

（金額は 5年間の総額） 

※ 包括管理業務委託にかかる債務負担行為は，令和 6年度東海村一般会計予算に 

計上しています。 

  ※ 修繕費及び小規模工事の費用は，年度ごとに本村の予算の範囲内で実施，清算 

としますので，内訳金額と同額を参考見積りに計上して提案してください。 

  ※ 提案上限額を超える提案を行った場合は失格となります。 

 

３ 参加に必要な資格等  
（１）参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は，本業務を遂行する能力を有し，次の要件を全て満

たす事業者（個人での参加は不可）とします。複数の事業者が共同で応募する場合は，

共同事業体を構成する全ての事業者において要件を満たす必要があります。 

 ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれに 

   も該当しない事業者であること。 

 ② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民 

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ 

ていないこと。 

 ③ 国税，地方税の滞納がないこと。 

 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が，代表者若し 

くは準ずる地位に就任し，又は，実質的経営に関与している事業者でないこと。 

 ⑤ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項若しくは第５項の規定に 

よる営業停止の処分を受けていない事業者であること。 

 ⑥ 本業務の総括責任者として，ビルメンテナンス等の総括又は業務責任者として通 

算５年以上の実務経験を有し，本業務に必要なマネジメント能力及びコミュニケ 

ーション能力を有する者を選任できること。 

 ⑦ 所要の資格を網羅した技術者を用い，業務を確実に遂行させることができる事業 

者であること。 
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 ⑧ 本村との協議や調整に十分な能力を有し，契約及び本業務の実施，諸条件の変更 

等について，柔軟な対応ができる事業者であること。 

 ⑨ 本村の地域経済活性化等の観点から，公平，公正な視点に立ちながら村内事業者 

（東海村内に本社又は営業所等を有する事業者）を，現行水準と同等かそれ以上 

の水準で活用するよう努める事業者であること。また，提案にあたり「関心表明 

等による囲い込みになりかねない行為」等は慎んでいただくことを理解した事業 

者であること（ただし，共同事業体に村内事業者を含めて構成することを妨げる 

ものではない）。 

（２）複数の事業者が共同で応募する場合（共同事業体による応募）の条件 

① 複数の事業者が共同事業体を構成して応募する場合は，総括責任者が在籍する事 

業者を代表事業者として定め，代表事業者が応募手続を行うこと。 

② 同時に複数の共同事業体の代表事業者又は構成事業者となることはできません。 

③ 単独で本プロポーザルに参加しようとする事業者は，共同事業体で応募する場合 

の代表事業者又は構成事業者になることはできません。 

④ 企画提案書の提出期限後において，共同事業体の代表事業者及び構成事業者の変 

更はできません。 

  

４ スケジュール 
募集から業務開始は以下のとおり予定しております 

 

内容 期日 

実施要領等の公表 令和 6年 5月 2 日（木） 

質問書受付 令和 6年 5月 15日（水）～5月 22 日（水） 

質問書への回答 令和 6年 5月 30日（木）まで ※村ホームページで随時回答 

参加申込書の提出 令和 6年 5月 31日（金）～6月７日（金） 

参加資格審査結果

通知 

令和 6年 6月 20日（木）まで 

現地見学会 令和 6年 6月下旬～7月中旬 ※申込者に別途通知します 

企画提案書の提出 令和 6年 7月 23日（火） 

プレゼンテーショ

ン，ヒアリング） 

令和 6年 8月 6 日（火） ※予備日：8 月７日（水） 

審査結果通知・公

表 

令和 6年 8月 20日（火）まで 

詳細協議 審査結果通知～契約締結日まで 
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契約締結 令和 6年度内 ※詳細協議の状況に応じて締結日を決定します 

業務開始 令和７年４月１日（火） 

※受付等は，土曜日，日曜日及び祝日は行いません 。 

※スケジュールが変更となった場合は， 本村のホームページによりお知らせします 。 

 

５ 実施要領の公表等 
（１）公表日：令和６年５月２日（木） 

（２）公表場所等：東海村公式ホームページ 

（３）取得方法：村ホームページからダウンロードしてください 

６ 質問書の提出等について 
（１）提出期限 

本プロポーザルについて質問がある場合は，質問書（様式第１号）を令和６年５月 

１５日（水）から令和６年５月２２日（水）午後５時までに電子メールで提出してく 

ださい（電子メール送信後，電話で受信確認をお願いします）。電話・来庁等口頭によ 

る質問は不可とします。 

（２）質問書への回答期限及び方法 

令和６年５月３０日（木）までに，村ホームページに掲載します。なお，質問に対

する回答をもって，本実施要領及び仕様書に追加，補正したものとします。 

 

７ 参加申込書の提出 
プロポーザルへ参加を希望する事業者は，次のとおり必要書類を提出してください。 

（１）提出期限 

令和６年５月３１日（金）から６月７日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着） 

（２）窓口持参する場合の受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日，祝日等は除く。） 

（３）提出書類 

提出書類 部数 備考 

ア 参加申込書兼誓約書 

（様式第２号） 

１  

イ 共同事業体構成届出書 

（様式第３号） 

１ 共同企業体の場合のみ 

ウ 施設見学申込書 

 （様式第４号） 

１  
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エ 事業者概要調書 

（様式第５号） 

１ 事業者概要を紹介したパンフレットがあ

れば提出してください。（任意提出） 

オ 定款，規約その他これらに類 

する書類 

１ 最新のもの（コピー可） 

カ 登記事項証明書 １ コピー可 

キ 納税証明書（滞納がないこと 

の証明書） 

１ 消費税及び地方消費税，法人税，都道府

県税，市町村税 

ク 決算書類 １ 直近２年の財務諸表（貸借対照表，損益

計算書，株主資本等変動計算書，キャッ

シュフロー計算書） 

 ※ カ，キについては発行後３カ月以内のもの 

 ※ キについては，税務署及び本社所在の自治体で発行されたもの 

 ※ 共同事業体の場合は，エからクまでの書類については構成員（企業）の分も 

   ご提出をお願いいたします 

 ※ 必要に応じ，追加書類の提出を求める場合があります 

（４）提出方法：郵送又は持参 

 ※ 郵送する場合は，一般書留又は簡易書留によることとし，封筒表面に「東海村公 

共施設包括管理業務委託プロポーザル参加申込書在中」と明記すること。 

（５）参加資格審査及び結果通知 

提出書類に基づき，本要領３に掲げる参加資格を満たしているかを審査し，その結 

 果を令和６年６月２０日（木）までに電子メールで通知します。 

 

８ 施設事前見学について 
 企画提案書の提出に先立ち，事前見学を希望する場合は，参加申込書兼誓約書（様式

第２号）とあわせ，施設見学申込書（様式第４号）を提出してください。本要領「７

（５）」記載の結果通知とあわせ，見学会の日程等をお知らせいたします。 

 なお，施設の都合により，希望の施設が見学できない可能性がありますので，あらか

じめ御了承ください。 

 

９ 企画提案書等の提出 

本要領７（５）で参加資格を満たしていると本村が認めた事業者は，次のとおり企画

提案書等を提出してください。 

（１）提出期限 
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令和６年７月２３日（火）１７時まで ※郵便の場合は必着 

（２）窓口持参の場合の受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日，祝日等は除く）  

（３）提出書類： 

 提出書類 部数 備考 

ア 企画提案書（様式第６号） 正本１部  

イ 企画提案書別紙 正本１部 

副本１０部 

・本要領９に基づき，できるだけ具 

体的かつ分かりやすく記載してくだ 

さい。 

ウ 同種又は類似業務受託実績書 

（様式第７号） 

正本１部 

副本１０部 

・受託者であることが証明できる文書 

及び業務の内容が分かる文書等を添 

付すること。 

・参加事業者を特定することができる 

内容（具体的な社名等）は記載しな 

いこと。 

エ 業務開始までのスケジュール 

（様式任意） 

正本１部 

副本１０部 

・優先交渉権者選定から業務開始まで 

のスケジュールを記載すること。 

オ 参考見積書 （様式第８号） 正本１部 

副本１０部 

・代表者印を押印すること。 

・本要領１１に示す業務ごとの見積額 

を記載し，かつ，年度ごとの内訳を 

記載すること。 

・修繕費は清算方式とするため，提案 

上限額を記載しています。 

 

（４）提出方法：郵送又は持参 

※ 郵送する場合は，一般書留又は簡易書留によることとし，封筒表面に「東海村公 

共施設包括管理業務委託企画提案書在中」と明記してください。 

（５）その他 

ア 書類提出後の修正，変更は認めません。 

イ 提出書類は返却しません。 

ウ １事業者（又は１共同事業体）につき１件の企画提案のみ受け付けます。 

 

10 企画提案書別紙の作成要領 
企画提案書別紙は，以下の〔企画提案書別紙の構成〕に記載する項目及び記載内容に 

基づき，可能な限り具体的に記載してください。 
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〔留意点〕 

・提出書類の仕様は，Ａ４サイズ縦型２穴タイプフラットファイルに綴じることのでき

るサイズとしてください。なお，資料の向きは縦，横，いずれも可とします。 

・参加事業者を特定することができる内容（具体的社名等）は記載しないでください。 

 

〔企画提案書別紙の構成〕 

項目 記載内容 

１ 基本的考え方，

必要なノウハウの有

無 

(１)基本的な考え方：本村が抱えている課題や業務目的・効果などを

ふまえて，本業務に対する基本的な考え方を記載してください。 

(２)必要なノウハウの有無：「様式第７号 同種又は類似業務受託実績

書のとおり」と記載してください。 

※ 包括管理業務受託実績がない場合においても，当該業務を受託す 

るにあたり参考となる事項（業務受託歴）がある場合は記載して 

ください。 

２ 実施体制及び人

員配置等 

(１)実施体制：平常時の業務の実施体制（職務分担，配置人員数，配

置場所）について記載してください。 

(２)巡回点検：巡回業務の点検内容と実施計画について具体的に記載

してください。 

(３)総括責任者等：総括責任者（候補者）の業務実績及び保有資格，

業務責任者及び業務担当者に求められると考える資質・資格について

記載してください。※総括責任者の「健康保険書の写し」を添付して

ください。（別添または資料上に画像貼り付け） 

３ 不具合等の通報

窓口及び緊急時の対

応 

(１)不具合等の通報窓口：不具合等が発生した場合の通報窓口の在り

方について具体的に記載してください。 

(２)緊急時の対応：緊急時の対応方針と業務フローをわかりやすく記

載してください。 

４ 経営状況  貴社の経営状況に対する自己評価を記載してください。 

５ 保守・点検業務

の品質及び効率性 

(１)業務フロー：保守・点検業務の業務フローをわかりやすく記載し

てください。 

(２)品質及び効率性：保守・点検業務の品質及び効率性を維持向上さ

せるための考え方や手法を記載してください。 
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６ 修繕業務等の実

施方法 

(１)業務フロー：修繕業務について，修繕優先度の決定方法を含めた

フローをわかりやすく記載してください。 

(２)予算管理：清算方式とする修繕業務及び小規模工事について，予

算の範囲内で計画的に実施していくための考え方や手法を記載してく

ださい。 

７ 村内事業者等と

の協力体制・活用方

法等 

(１)協力体制：業務準備期間における専門事業者との契約等の引継ぎ

の手法やスケジュール，誤解（委託金額の圧縮，仕事がなくなる等）

を生じさせないための工夫について記載してください。 

(２)村内業者の活用方法：村内事業者（東海村内に本社又は営業所等

を有する事業者）を，現行水準と同等かそれ以上の水準で活用するた

めの具体的な提案を記載してください。 

８ 公平性，公共性

の確保 

事業者選定手続きにおける公平性・公共性の確保，再委託価格設定の

考え方について，できる限り具体的に記載してください。 

９ 独自提案 ・本要領「１」に記載された業務目的の達成や，本村の公共施設の長

寿命化やライフサイクルコストを低減するために，どのような業務を

追加で実施しようと考えているか，また，貴社ならではのノウハウや

強みをどのように活用できるかを記載してください。ただし，提案金

額内で実施可能な提案としてください。 

・その他，特にアピールしたい点があれば自由に記載してください。 

 

11 提案上限額 
 本業務の委託料については，１，０１２，９３２千円（５年間の総額。消費税及び地

方消費税を含む。）を上限として，以下に示す①から③に係る業務ごと及び年度ごとの金

額がわかる参考見積書を提出してください。（様式第８号） 

 なお，下記提案総額の上限を上回らない限りにおいて，①と③の業務区分の上限額を

超えることは差支えありませんが，②については，年度ごとに本村の予算の範囲内で実

施，清算としますので，内訳金額と同額を参考見積りに計上して提案してください。 

 ただし，本要領「２」に記載があるとおり，提案総額を上回った提案をした場合は失

格となります。 
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［提案上限額の内訳：業務別］ 

① 保守点検等業務        ６５７，５８７ 千円／５年 

（修繕・小規模工事，マネジメント業務を除く経費） 

② 修繕・小規模工事       ２１２，８９５ 千円／５年（清算方式） 

③ マネジメント業務（※１）   １４２，４５０ 千円／５年 

提案上限額の総額     １，０１２，９３２ 千円／５年 

 

［提案上限額の内訳：年度別］                     

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

１９３，６６７

千円 

２０３，７００

千円 

２１０，０３８

千円 

２０１，４７４

千円 

２０４，０５３

千円 

 

［その他：提案上限額に係る補足事項］ 

（※１）マネジメント業務：巡回点検業務，軽易な作業，不具合への対応の他，統括管 

理業務，追加サービスの実施，その他の経費 

（※２）①の業務については，予算要求時点での直近年度（令和４年度）の実績を 

ベースに積算していますが，再積算が可能な業務については，令和６年度予算 

要求時点での見積り額等を反映しております。 

（※３）①・②の業務については，実績を把握した直近年度が令和２～４年度であるこ 

    とから，今後の物価上昇等に対応するため，それぞれの年総額に３．５％を 

    上乗せして計上しています。 

（※４）（※３）の他，予測し難い事象による物価上昇等が生じた場合については，村と 

受託者双方協議のもと対応を決定します。 

 

12 企画提案の審査及び優先交渉権者の決定 
（１）審査の方法 

 本村が設置する「東海村公共施設包括管理業務委託事業者選定委員会」（以下「選定委

員会」という。）が，企画提案書及びプレゼンテーションの内容について，次に示す審査

項目及び配点に基づいて審査を行います。 

（２）審査項目及び配点 

区分 評価項目 評価の視点 配点 

業務遂行

能力 

（30点） 

１基本的考え方，必 

要なノウハウの有 

無 

・本村が抱えている課題や業務目的，効果など，本業務に対 

する基本的考え方は適切か。 

・本業務の実施に必要な実績，業務遂行に必要なノウハウを 

有しているか。 

10 
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２実施体制及び人員 

配置 

・平常時の業務の実施体制，人員配置は充実しているか。 

・巡回点検の実施内容・計画等は充実しているか。 

・総括責任者（候補者）は，業務遂行に必要な実績，能力， 

知識を有しているか。 

10 

３不具合等の通報窓 

 口及び緊急時の対 

 応 

・不具合等が発生した場合の通報窓口の在り方は適切か。 

・緊急時の対応方針と業務フローは適切か。 

5 

４経営状況 ・経営状況に問題はないか。 5 

企画提案

内容 

（65点） 

５保守・点検業務の 

品質及び効率性 

・業務フローは本村の事務負担軽減に資するものとなってい 

るか。 

・保守・点検業務の品質及び効率性を維持向上させるための 

考え方や手法は適切か。 

10 

６修繕業務の実施 

方法 

・業務フローは本村の事務負担軽減に資するものとなってい 

るか。 

・施設の管理水準を向上させるための具体的な取組について 

提案があるか。 

・予算の範囲内で計画的に実施していくための具体的な提案 

があるか。 

10 

７村内事業者等との 

協力体制・活用方 

法等 

・業務準備期間における保守・点検業務等の引継ぎ手法やス 

ケジュール，誤解（委託金額等）を生じさせないための工 

夫について。 

・村内事業者を，現行水準と同等かそれ以上の水準で活用す 

るための具体的な提案があるか。 

20 

８公平性，公共性の 

確保 

・事業者選定の手続きは適切か。 

・再委託価格の設定方針は適切か。 

5 

９独自提案 ・本業務の目的を達成するために効果が期待できる追加サー 

ビスや独自提案がなされているか。 

・本村の公共施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減 

に繋がる提案があるか。 

20 

価格点 

（５点） 

５点×最も低い見積額（５年間の総額）／当該事業者の見積額（５年間の総額） 

 ※小数点第３位以下切り捨てとする。 

5 

合計 100 

（３）プレゼンテーション 

ア 実施日時 

令和６年８月６日（火） ※予備日８月７日（水）（開始時刻は別途通知） 
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イ 場所 

東海村東海三丁目７番１号 東海村役場庁舎（会議室名，待機室等は別途通知） 

ウ 内容 

プレゼンテーション及び質疑応答 

エ 説明者 

説明者は１事業者当たり４名まで（共同企業体を構成する場合も同様）とし，原 

則，総括責任者（候補者）の出席をお願いします。 

オ 実施方法 

企画提案の内容について，１事業者３０分以内（準備及び撤去の時間含まず）で説 

明してください。その後，選定委員会委員からの質疑（２０分程度）があります。 

カ その他 

プレゼンテーションの際，資料投影を希望する場合は，事前に資料データをお送り 

ください（インタラクティブホワイトボードへの投影が可能です）。 

（４）優先交渉権者の選定 

選定委員会による審査により順位を決定し，最高順位の事業者を優先交渉権者と 

  して選定します。ただし，審査項目に基づく各審査委員の評点の平均が６０点に満 

たない事業者は，優先交渉権者として選定しません。 

（５）次点交渉権者の地位 

選定委員会による審査により，第２位となった事業者を次点交渉権者とします。 

なお，次点交渉権者の地位は，優先交渉権者との契約が締結されるまでの間，保

持するものとし，詳細協議において優先交渉権者と合意に至らなかったとき，又は

優先交渉権者が辞退したときは，次点交渉権者が優先交渉権者に繰り上がるものと

します。 

（６）審査結果の通知 

   審査結果は，令和６年８月２１日（水）までに，全ての参加事業者に書面で通 

知します。 

（７）優先交渉権者の決定及び公表 

   村は，選定委員会の審査結果等を踏まえて優先交渉権者を決定し，村のホーム 

ページで優先交渉権者の名称等を公表します。なお，優先交渉権者の地位は，原 

則，本業務に係る契約を締結するまでの間，保持するものとします。 

（８）その他 

   審査の経緯及び審査内容に関する問合せには応じません。また，審査結果に対 

する異議の申し立ては受け付けません。 
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13 契約に関する事項 
（１）契約締結前の詳細協議 

ア 優先交渉権者は，提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき， 

本村との随意契約に向けた詳細協議を行う必要があります。 

イ 優先交渉権者は，上記の詳細協議を踏まえ，改めて見積書を本村に提出してくださ 

い。ただし，この時に提示する見積額は，原則として，企画提案時に提出した参考 

見積書の見積額（総額）を上回ることはできないものとします。 

（２）契約締結 

ア 前項の詳細協議が整い次第，本村と優先交渉権者とは，令和７年３月を目途に，随 

意契約により契約を締結します。ただし，詳細協議において双方が合意に至らない 

場合は，次点交渉権者と協議の上，契約を締結する場合があります。 

  イ 契約締結までの間に，優先交渉権者及び次点交渉権者が本要領３に掲げる参加要件

を満たさなくなった場合は，契約は締結しません。 

ウ 契約書の作成に要する費用は，優先交渉権者の負担とします。 

 

14 失格事項 

本プロポーザルへの参加事業者が，次のいずれかに該当した場合は，失格とします。 

（１）本要領２（４）及び１１に示す提案上限額（総額）を超える提案を行った場合 

（２）本要領３に示す参加要件を満たさなくなった場合 

（３）本要領９（１）に示す期限までに企画提案書等を提出しなかった場合 

（４）本要領１２（３）に基づくプレゼンテーションに参加しなかった場合 

（５）提出書類及びプレゼンテーションの内容等について，虚偽，不正等があること 

が明らかになった場合 

（６）他の参加事業者と応募内容について相談するなど，公平，公正なプロポーザル 

の実施を阻害したと本村が認めた場合 

 

15 その他 

（１）本プロポーザルの参加検討から業務開始に至るまでに要する一切の費用は，参 

加事業者の負担とします。 

（２）提出書類の著作権は，参加事業者に帰属するものとします。ただし，本村は， 

本プロポーザルの結果の公表など本村が必要と判断した場合には，参加事業者の 

了承を得た上で，応募書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。 

（３）提出書類は，東海村情報公開条例（平成１１年東海村条例第２号）に規定する 
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「公文書」として，同条例に基づく開示請求の対象となります。ただし，企業ノウ 

ハウに関することなど参加事業者が知的財産と認める情報については，開示しな 

いものとします。また，情報の開示は，原則として本プロポーザルによる優先交 

渉権者決定後とします。 

（４）本プロポーザルへの参加申込を取り下げる場合は，速やかに文書でその旨を通 

知してください。（文書は任意様式としますが，代表者印の押印が必要です。） 

（５）本プロポーザルの実施公告は，本村のホームページに本実施要領を公開するこ 

とにより行うこととします。 

 

16 問い合わせ 書類等の提出先 

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目 7番 1号 

東海村総務部 財政経営課 ファシリティマネジメント担当 小池，大内 

電話：029-282-1711（代表） 

電子メール：f-mgt@vill.tokai.ibaraki.jp 


